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１ 開会 

 

２ あいさつ 

  結城市廃棄物減量等推進審議会の会長よりあいさつがあった。 

 

３ 議題 

（１） 答申書(案)について 

  事務局より、別紙の答申書(案)の内容について説明があり、満

場一致で原案のとおり採択となった。 

また、審議員から、指定ごみ袋やプラスチックの分別収集の実

施に当たり、改めて次の要望があった。 

・市民の負担を出来るだけ軽減すること、 

・市民（外国籍含む）が分かりやすいパンフレット等の作成 

  ・ホームページへの掲載や自治会単位での説明会などの実施 

 

４ その他 

 事務局より、後日、答申書を市長に提出すること及び令和７年

度のスケジュール等の説明があった。 

 

 

問 合 せ 先 

（事務局） 

結城市役所 経済環境部 生活環境課 生活環境係 

 ＴＥＬ ０２９６－３４－０３７０ （直通） 

 ＦＡＸ ０２９６－３３－１９４１ 

 ｅ－ｍａｉｌ seikatukankyou@city.yuki.lg.jp  

そ の 他 

添付書類 

・第３回審議会次第 

・答申書（案） 

 

 



添付書類 

 

  



添付書類 

令和７年３月１９日 

結城市長 小 林  栄 様 

 

結城市廃棄物減量等推進審議会 

会 長  軽 部 ○ ○   

 

答 申 書（案） 
 

令和６年１０月２５日付け結城市諮問２号により諮問のあった事項について、下

記のとおり答申する。 

 

記 

１ 結 論 
（１） 結城市指定ごみ袋は導入すべき 

（２） プラスチック資源循環促進法に伴う対象製品の分別収集は、積極的に

実施すべき 

 

２ ごみ減量化を取り巻く状況 
現在、地球規模で進行している海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等へ

の世界的な関心の高まりを受けて、廃棄物の適正処理、資源の適正利用と循環利

用に向けて、より一層の取り組みが課題となっています。 

これを受けて、国は、令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法律（以下「プラスチック資源循環促進法」という。）」を施行し、循

環型社会の実現に向けて動き出しており、地方自治体においても行動を起こすこ

とが求められています。 

 結城市では、市民の協力のもと、ごみの適正処理及び３Ｒを推進するため、資

源物として１５品目の分別収集、有害ごみや小型家電の回収などに取り組んでき

たところですが、全国調査である一般廃棄物実態調査の結果から一つの指標とな

る「一般家庭から排出される 1 人１日当たりのごみ排出量」によると、茨城県は

令和４年度において、４７都道府県中４５位、結城市は茨城県内４４市町村中２

８位となっています。また、指定ごみ袋は県内３９市町村が既に導入し、令和８

年度には４市町が導入を決定しています。さらに一般家庭から排出される「可燃

ごみ」や「不燃ごみ」は、分別が十分に徹底されているとはいえない状況があり

ます。 

本審議会では、これらの状況を踏まえ、市長から「市民、事業者、行政の協働

による持続可能な循環型社会の形成に向けて取り組むべき、さらなるごみ減量、

資源化の具体的施策」として、諮問を受けた２つの事項について審議し、この答

申を取りまとめました。 



３ 審議会の考え方 

（１）結城市指定ごみ袋の導入について 

  結城市のごみ袋は、透明又は半透明と指定してされていますが、レジ袋や白色

系袋等の使用も見受けられ、排出時及び収集時において中身の確認が容易にでき

る状態とは言えず、収集作業上の安全性の確保も困難と言えます。 

  また、茨城県内の市町村の状況から、結城市指定ごみ袋の導入はもはや必然的

といえる状況です。 

  本審議会では、これらの状況を総合的に判断し、結城市指定ごみ袋を導入すべ

きとの結論に至りました。しかしながら、昨今の相次ぐ物価上昇が生活に影響を

及ぼしている状況を考慮し、結城市指定ごみ袋の導入による市民の負担増が最小

限であるよう要望します。また、結城市指定ごみ袋の導入にあたって、次の点に

も配慮願います。 
 

① 結城市指定ごみ袋の導入は、「可燃ごみ」のみとすること。なお、「不燃ご

み」も、分別可能な資源物や危険な物の混入など、容易に確認できる透明袋

に限定すること。 
 

② ごみ袋のサイズに関しては、各世帯の構成等によりごみの発生量が異なる

ため、他の自治体の導入例を参考に、可燃ごみは、２０ℓ、３０ℓ、４５ℓを基

本とすること。また、不燃ごみは、１０ℓ、２０ℓを基本とすること。 
 

③ 結城市指定ごみ袋の形状は、「取って付き」が好ましいが、通常のごみ袋と

比較し、販売価格が割高になる場合には「取ってなし」も検討するなど、市

民の負担増の軽減に努めること。 

 

（２）プラスチック製品の分別収集について 

結城市のごみを処理している筑西広域市町村圏事務組合（以下、「筑西広域」

という。）環境センターの稼働限界は、今後１５年から２０年程度と見込まれて

います。その後は新たな処理施設が必要となり、その建設費用は数百億円にもな

ると考えられます。このような廃棄物処理施設の建設に国の制度を活用するには、

「プラスチック資源循環促進法に対応した分別収集を行っていること」が必要で

す。また、プラスチック製品の分別収集はごみの減量化や処理施設の延命化にも

有効であることなどを考慮し、プラスチック製品の分別収集は実施すべきとの結

論に至りました。 

なお、筑西広域を構成する結城市、筑西市、桜川市の３市全てが、令和８年度

中にプラスチック製品の分別収集の導入を予定しているとのことで、市民の十分

な理解と協力が不可欠であることから、市民に対する説明会の実施のほか、市報、

ホームページ等を活用し、丁寧で分かりやすい説明をするよう求めます。 

 

市は、本審議会の答申を真摯に受け止め、市民に対し十分な周知を行うとともに

持続可能な循環型社会の形成に向け、今後の変化にも柔軟に対応し、必要に応じて

既存の取り組みの見直しを行っていくなど、さらなる市の取り組みを期待します。 

 


